
「ふれあい教室」

科目 4 身近な人が亡くなった時の手続き



身近な人が亡くなった

どのような手続きが必要

科目 4



1.死亡直後に行う手続き

葬儀、法要の一般的スケジュール
臨終 ⇒ 近親者へ連絡 ⇒ 葬儀社へ連絡 ⇒ 遺体の搬送 ⇒

葬儀などの打ち合わせ ⇒ 通夜 ⇒ 葬儀・告別式⇒ 
出棺・火葬 ⇒ 納骨 ⇒ 初七日

亡くなられた直後の手続き、届出
・死亡診断書 あるいは 死体検案書の受け取り
・死亡届、火葬許可申請書の受け取り (７日以内)
・健康保険の諸手続き (国民健康保険は14日以内)
・世帯主変更の手続き (１４日以内)



2.少し落ち着いてから行う諸届け出、諸手続き

・電気、ガス、上下水道 など 支払方法の変更手続き
・携帯電話、インターネットの解約
・固定電話の相続 or 解約
・運転免許証の返納
・パスポートの返納
・クレジットカードの解約
・葬儀費の支給申請 (２年以内)
・高額医療費の請求申請



3.遺族年金などの手続き

•年金受給停止の手続き

•遺族年金受給手続き



4.遺産相続の手続き

•相続人の確認

•遺言書の検認 (公正証書遺言以外の遺言の場合)
•遺産分割の協議 (遺言書がない場合)
•預貯金の相続手続き

•株式などの有価証券の相続手続き

•生命保険の保険金受け取り手続き

•自動車の相続手続き

•不動産の相続手続き



5.相続・名義変更の手続き

1. 株式の名義変更手続き

故人の口座が有る証券会社へ連絡
名義変更に必要な書類と案内を送付してくれる。その案内
に従って書類を準備し、申請

2.生命保険金の受取

指定されている受取人が、契約している生命保険会社に連絡
必要書類の案内と死亡保険金を請求する請求書が送付されま
す
但し、生命保険金受取は加入者の死亡から３年以上経過する
と受取人の権利は消滅します



3.マイナス財産が有る場合

プラスの財産 マイナスの財産

預貯金・不動産・債権など 債務・税の滞納など

相続財産

相続人は財産を相続するか、放棄するか選択

単純承認 相続の結果として、得になりそうな場合

限定承認 相続の結果が、どうなるか不明の場合

相続放棄 相続の結果として、損になってしまう場合

3ヶ月以上何も手続きしないと自動的に単純承認を選択したと
いう扱いになる



6.相続税の手続き

•相続財産の評価、計算

•相続税の申告 (10ｹ月以内)


